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一

　

は　

じ　

め　

に

一　

東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
に
つ
い
て

二　

茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」
に
つ
い
て

　

お　

わ　

り　

に

は
　
じ
　
め
　
に

東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
の
「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」（
整
理
番
号
六

一
六
─
三
七
）に
添
付
さ
れ
て
い
る
改
築
図
は
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
、
享
保
元
年（
一

七
一
六
）に
、御
休
息
之
間
や
御
小
座
敷
を
取
り
壊
し
た
図
面
と
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
も
、

「
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
に
見
る
中
奥
・
表
向
・
大
奥（
上
）」（
以
下
、
前
稿
と
略
す
）に
お
い

て
、右
の
説
を
採
用
し
た
も
の
の
、「
女
中
詰
所
」
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
正
確
な
時
期
は
今
後
の
課
題
と
し
た
。

今
回
改
め
て
こ
の
図
面
の
内
容
を
考
察
し
た
結
果
、「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
の

元
図
の
「
奥
」
部
分
は
六
代
家
宣
時
代
の
状
況
を
示
し
、
改
築
図
は
七
代
家
継
時
代
の

（
1
）

（
2
）

家
宣
・
家
継
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
再
論

深
　
井
　
雅
　
海

も
の
、
と
推
定
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
こ
の
点
を
考
証
し
た
い
。

ま
た
、
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
の
「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」（
一
橋
徳
川
家
文
書
Ｈ
一
─
三
〇
）

の
「
奥
」
部
分
は
、「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
の
改
築
図
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
り
、

し
か
も
、
こ
の
図
面
は
、「
表
」「
奥
」「
大
奥
」
の
本
丸
御
殿
の
全
体
が
判
明
す
る
貴

重
な
資
料
で
あ
る
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

な
お
、
考
証
の
過
程
で
、
前
稿
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て

お
き
た
い
。

一
　
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
に
つ

い
て

図
1
は
、「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」（
元
図
）の
「
奥
」
と
、「
表
」
の
う
ち
「
奥
」

に
近
い
部
分
を
示
す
。「
時
斗
之
間
」（
図
中
番
号
①
、
以
下
同
じ
）と
、「
黒
書
院
」
の
裏

に
あ
る
「
錠
口
」（
②
）が
、「
奥
」
へ
の
入
口
に
あ
た
る
。
こ
の
図
面
で
時
期
が
特
定
で

き
る
箇
所
は
、
二
カ
所
あ
る
。
一
つ
は
、
納
戸
口
の
老
中
・
若
年
寄
下
部
屋（
③
）で
あ

（
3
）
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二

る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
老
中（
井
上
河
内
守
・
戸
田
山
城
守
・
水
野
和
泉
守
）、
老
中
格（
松

平
右
京
大
夫
）、
若
年
寄（
大
久
保
長
門
守
・
大
久
保
佐
渡
守
・
石
川
近
江
守
）の
人
名
か
ら
、

享
保
二
年
九
月
〜
同
七
年
五
月
ま
で
の
御
殿
図
と
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
奥
向
衆
下
部
屋
に
記
さ
れ
た
職
名
や
人
名
か
ら
は
、
別
の
時
期
の
御
殿
図
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、「
桐
之
間
番
頭
」（
④
）・「
御
時
斗
ノ
間
組
頭
」（
⑤
）・「
御
時
斗
間
衆
」

（
⑥
）は
、
家
宣
か
ら
家
継
初
政
に
か
け
て
設
け
ら
れ
た
役
職
で
あ
る
。
ま
た
、「
伝
阿

弥
・
三
阿
弥
」（
⑦
）は
、
同
時
期
の
同
朋
頭
で
あ
る
山
本
伝
阿
弥
・
奥
山
三
阿
弥
と
考

え
ら
れ
る
。
両
名
は
、
家
宣
の
甲
府
城
主
時
代
の
家
臣
で
、
幕
臣
編
入
後
も
奥
坊
主
を

支
配
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、「
奥
」
に
部
屋
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
図
面
で
は
、
御
座
之
間
の
庭
に
能
の
「
御
舞
台
」（
⑧
）が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
新
井
白
石
の
「
紳
書
」
に
は
、「（
前
略
）猿
楽
舞
台
と

い
ふ
物
も
御
座
の
間
の
庭
に
あ
り
し
、
是
は
文
昭
院
殿
○
徳
川

家
宣　

御
代
に
も
あ
り
き
、
今

（
家
継
時
代
）は
取
捨
ら
れ
し
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
図
は
家
宣
時
代
の
御

殿
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
の
元
図
は
、「
表
」
の
部
分
は
八
代
吉
宗
時
代

初
期
、「
奥
」
の
部
分
は
六
代
家
宣
時
代
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
家
宣
時
代
と
推
定
し
た
元
図
の
「
奥
」
部
分（
図
2
）と
改
築
図
添
付
後
の

「
奥
」
部
分（
図
3
）を
比
較
し
な
が
ら
、
改
築
さ
れ
た
時
期
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、「
奥
」
の
改
築
が
、
吉
宗
の
将
軍
家
相
続
後
に
行
わ
れ
た
と
す
る
説
の
根
拠

を
示
し
て
お
こ
う
。「
有
徳
院
殿
御
実
紀
付
録
巻
二
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

〔
史
料
1
〕

然
る
に
御
み
づ
か
ら
は
、
か
の
御
ま
し
所
こ
ぼ
た
れ
し
の
ち
、
そ
の
側
に
い
さ
ゝ

か
の
こ
り
た
る
廊
を
し
つ
ら
ひ
、
そ
こ
に
お
は
し
ま
す
事
十
二
年
の
久
し
き
に
い

た
れ
り
、（
中
略
）享
保
十
二
年
二
月
に
い
た
り
、
は
じ
め
て
御
ま
し
所
の
新
営
を

仰
出
さ
れ
、
金
銀
の
か
ざ
り
を
と
ゞ
め
、
も
は
ら
質
素
に
つ
く
ら
れ
し
と
ぞ

す
な
わ
ち
、
吉
宗
は
将
軍
家
相
続
後
、「
御
ま
し
所（
御
座
所
）」=

休
息
所
を
壊
し
、

そ
の
側
に
残
っ
た
「
廊
」
に
住
み
、
享
保
一
二
年
二
月
に
至
っ
て
、
初
め
て
休
息
所
を

新
築
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
、『
東
京
市
史
稿
』
皇
城
篇
第
二
に
は
、
右
の
「
有
徳
院
殿
御
実
紀
付
録
巻

二
」
の
史
料
を
掲
載
し
た
の
ち
、〔
参
考
〕
と
し
て
、「
柳
営
日
次
記
」
の
享
保
二
年
六

月
二
日
条
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
。

〔
史
料
2
〕　

　
　
　
　
　

申
渡
之
覚

　
　
（
小
普
請
方
手
代
組
頭
・
小
普
請
大
工
棟
梁
の
処
罰
略
す
）　

　
　

本

御
具
足
奉
行
庄
五
左
衛
門　
　

去
夏
御
休
息
取
壊
御
用
勤
方
不
宜
支
配
之
者
共
江
勤
之
所
そ
れ
そ
れ
に
不
申

付
、
万
事
麁
末
ニ
候
故
、
取
仕
廻
之
所
々
不
相
改
候
、
御
場
所
柄
与
申
、
別
而

心
を
付
可
入
念
之
処
、
無
其
儀
、
不
埒
之
仕
方
候
、
然
上
ハ
急
度
可
被
遂
吟
味

候
得
共
、
御
時
節
柄
之
儀
故
、
兎
角
の
御
沙
汰
無
之
候
、
遠
慮
仕
可
罷
在
候

　

但
、
五
左
衛
門
、
小
普
請
方
相
勤
候
内
之
儀
付
而
也

こ
れ
に
よ
る
と
、
享
保
元
年
夏
頃
に
、
本
丸
御
殿
の
休
息
所
の
取
り
壊
し
が
行
わ
れ

た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
小
普
請
方
の
本
庄
五
左（
右
）衛
門
が
命
じ
ら
れ
た
の
は
、

本
丸
で
は
な
く
、
西
丸
大
奥
御
殿
向
の
修
復
御
用
で
あ
っ
た
。

国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
年
録
」
の
享
保
元
年
六
月
四
日
条
を
み
よ
う
。

〔
史
料
3
〕

御
右
筆
部
屋
溜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
）

（
5
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三

小（
マ
マ
）性
組　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

大

酒
井
対
馬
守
組岡
三
郎
右
衛
門　

御
小
性
組　
　
　
　
　
　
　
　
　

石

大
岡
土
佐
守
組河
庄
九
郎　
　
　

　
　

右
者
西
丸
大
奥
御
普
請
御
用
被　

仰
付
之
候
旨
老
中
申
渡
之

　
　
　

御
用
之
義
、
森
川
出
羽
守
可
相
伺
旨

　
　
　
　
　
（
中
略
）

間

寄
合

部
隠
岐
守　
　
　

細
川
和
泉
守　
　
　

竹
田
源
次
郎　
　
　

本

小
普
請
方

庄
五
右
衛
門　
　

太
田
伊
兵
衛　
　
　

右
五
人
之
分
、
西
丸
御
殿
向
御
修
復
最
前
被　

仰
付
之
所
、
御
免
之
旨
於
森
川
出

羽
守
宅
一
同
申
渡
之

国

小
普
請
方

司
半
兵
衛　
　
　

鳥
居
金
左
衛
門　
　

　
　

右
両
人
西
丸
御
修
復
御
用
可
相
勤
旨
申
渡
之

す
な
わ
ち
、
小
性
の
間
部
隠
岐
守
、
小
納
戸
の
細
川
和
泉
守
・
竹
田
源
次
郎
、
小
普

請
方
の
本
庄
五
右
衛
門
・
太
田
伊
兵
衛
の
五
名
は
、
正
徳
六
年（
享
保
元
年
）二
月
一
一

日
に
西
丸
御
殿
向
御
修
復
御
用
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
将
軍
家
の
代
替
り
に
よ
り
免
職
と

な
り
、
同
年
六
月
四
日
、
改
め
て
、
小
性
組
の
大
岡
三
郎
右
衛
門
・
石
河
庄
九
郎
、
小

普
請
方
の
国
司
半
兵
衛
・
鳥
居
金
左
衛
門
の
四
名
が
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、〔
史
料
2
〕
の
本
庄
に
対
す
る
申
渡
し
の
う
ち
、「
御
休
息
取
壊
御
用
」
と
あ

る
の
は
、
西
丸
大
奥
御
殿
向
の
取
り
壊
し
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
六
代
家
宣
の

御
台
所
で
あ
っ
た
天
英
院
の
西
丸
大
奥
移
徙
に
伴
っ
て
の
修
復
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
通
常
、
御
殿
の
改
築
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
御
用
掛
が
任
命
さ
れ

る
。
し
か
し
、
幕
府
の
「
日
記
」
類
に
は
、
享
保
元
年
に
本
丸
御
殿
の
修
復
御
用
を
命

じ
た
記
事
が
み
あ
た
ら
な
い
の
で
、
将
軍
の
休
息
所
の
取
り
壊
し
は
行
わ
れ
な
か
っ
た

可
能
性
が
高
い
。

で
は
、
図
3
の
改
築
は
い
つ
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
つ
ぎ
の
国
立
公
文
書
館
蔵
「
間
部
日
記
」
の
正
徳
二
年（
一
七
一
二
）一
〇
月
一
五

日
条
の
記
事
で
あ
る
。

〔
史
料
4
〕

　
　

一
御
休
息
間　

御
住
居
替
御
普
請
御
用
被　

仰
付
之

竹

御
小
納
戸
田
源
次
郎　
　
　

桜

同
　
　
　
井
源
右
衛
門　
　

中

同
　
　
　

条
加
兵
衛　
　
　

　
　
　

右
之
通
、
於
大
溜
間
越
前
守
申
渡
之
、
中
務
大
輔
列
座

す
な
わ
ち
、
正
徳
二
年
一
〇
月
一
四
日
、
六
代
将
軍
家
宣
が
没
し
、
鍋
松（
の
ち
の
七

代
将
軍
家
継
）へ
の
家
督
相
続
が
仰
せ
出
さ
れ
た
翌
日
に
、
将
軍
の
御
休
息
之
間
の
住
居

替
え
普
請
が
、
側
用
人
間
部
越
前
守
詮
房
か
ら
、
御
座
之
間
の
大
溜
間（
図
2
の
①
）に

お
い
て
、
三
名
の
小
納
戸
に
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
竹
田
・
桜
井
両
名
は
、
間
部

と
同
じ
桜
田
御
殿
旧
臣
で
あ
る
。
実
際
の
工
事
の
指
揮
に
あ
た
っ
た
の
は
、
小
普
請
方

で
あ
る
。

こ
の
住
居
替
え
の
目
的
は
、
数
え
年
四
歳
で
将
軍
家
を
相
続
し
た
家
継
に
対
応
す
る

た
め
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
軍
の
生
活
空
間
を
幼
児
向
け
に
改
造
す
る
必
要

（
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四

が
あ
っ
た
。
図
2（
家
宣
期
）と
図
3（
家
継
期
）を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
変
化
を
み
て

み
よ
う
。

ま
ず
、
家
宣
期
の
御
休
息
之
間
と
御
小
座
敷（
図
2
の
②
・
③
）は
、
図
3
の
家
継
期

で
は
撤
去
さ
れ
て
い
る
。
家
継
の
休
息
之
間
と
な
っ
た
の
は
、
図
3
の
「
東
御
小
座
敷

御
上
段
」（
④
）と
思
わ
れ
る
。
そ
の
北
側
に
「
御
湯
殿
」（
⑤
）が
見
え
る
の
で
、
こ
の
辺

が
将
軍
の
生
活
空
間
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の「
御
上
段
」（
⑥
）

は
、
家
宣
期
の
図
2
の
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
全
く
推
測

の
域
を
出
な
い
が
、
そ
の
東
に
能
の
舞
台（
⑦
）が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
将
軍

が
能
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
部
屋
で
は
な
か
ろ
う
か
。
将
軍
家
宣
は
、「
文
昭
院
殿
御
実

紀
付
録
巻
下
」
に
、「
元
よ
り
猿
楽
を
好
ま
せ
た
ま
ふ
事
の
深
き
を
」
と
記
さ
れ
る
ご

と
く
、
五
代
将
軍
綱
吉
と
同
じ
く
能
が
趣
味
で
あ
っ
た
。
綱
吉
は
、
御
休
息
之
間
の
庭

に
能
舞
台
を
設
け
て
い
た
が
、
家
宣
は
御
殿
の
内
へ
取
り
込
ん
だ
た
め
、
別
に
観
賞
用

の
部
屋
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
屋
を
家
継
の
御
休
息
之
間
に
転
用
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
家
継
は
、
正
徳
二
年
一
一
月
一
九
日
に
大
奥
か
ら
「
奥
」
へ
移

徙
し
て
い
る
。
な
お
、
新
井
白
石
が
指
摘
し
た
ご
と
く
、
御
座
之
間
の
能
舞
台（
⑧
）は
、

図
3
の
家
継
期
で
は
撤
去
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
外
の
変
化
を
み
て
み
よ
う
。
家
宣
期
に
は
「
地
震
間
」（
図
1
の
⑨
）は
庭
に
設

置
さ
れ
て
い
た
が
、
家
継
期
に
は
御
殿
に
接
続
す
る
形
と
な
っ
た（
図
3
の
⑨
）。
こ
れ

も
、
地
震
が
発
生
し
た
際
、
幼
児
で
あ
る
家
継
を
迅
速
に
避
難
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
能
舞
台
の
「
拝
見
之
間
」（
図
2
の
⑩
）が
「
御
鈴
番
所
」（
図
3

の
⑪
）に
変
わ
り
、
新
に
「
女
中
詰
所
」（
図
3
の
⑫
）が
設
け
ら
れ
た
。
男
性
社
会
の
「
奥
」

に
、
女
性
の
勤
務
部
屋
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
異
例
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
本
来
な
ら
大

奥
で
生
活
す
る
年
齢
で
あ
る
家
継
が
、
将
軍
家
を
相
続
し
た
た
め
に
と
ら
れ
た
処
置
と

い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、「
御
鈴
番
所
」
は
元
々
「
大
奥
」
に
あ
る
部
屋
の
一
つ
で
、
将
軍
が

「
奥
」
へ
戻
る
と
き
に
、
こ
こ
で
鈴
を
鳴
ら
し
て
「
奥
」
に
そ
の
旨
を
知
ら
せ
る
と
い

う
機
能
を
も
つ
。
こ
う
し
た
部
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
南
の
「
御
座
之
間
」

と
の
間
に
「
錠
口
」
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
北
側
は
、
女
中
た
ち
に
よ
っ
て
管
理
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
家
宣
期
の
図
2
の
「
大
溜
り
」（
①
）や
「
御
三
之
間
」
に

記
載
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
継
期
の
図
3
の
「
大
溜
」（
⑬
）に
「
御
近
習（
小
性

な
ど
）詰
所
」、「
御
三
之
間
」
に
「
御
側
衆
詰
所
」（
⑭
）と
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
み
て
も
、
男
性
の
側
近
は
こ
こ
か
ら
北
側
の
空
間
へ
は
入
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
能
舞
台
の
東
に
あ
る
「
女
中
詰
所
」
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
も

の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
考
証
の
ご
と
く
、「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
の
「
表
」
は
、
八
代
吉
宗
時

代
初
期
の
状
況
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、「
奥
」
部
分
の
元
図
は
六
代
家
宣
時
代
、
そ

の
改
築
図
は
、
正
徳
二
年
一
一
月
改
築
後
の
七
代
家
継
時
代
の
御
殿
図
と
推
定
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
有
徳
院
殿
御
実
紀
付
録
巻
二
」
に
記
さ
れ
る
、
吉
宗
将
軍
家
相

続
後
の
休
息
所
取
り
壊
し
は
実
際
に
は
行
わ
れ
ず
、
吉
宗
は
家
継
時
代
の
休
息
所
を
そ

の
ま
ま
受
け
継
ぎ
、
享
保
一
二
年
の
新
築
ま
で
、
図
3
の
「
東
御
小
座
敷
御
上
段
」

（
④
）に
居
住
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、「
廊
」
に
住
ん
だ
と
の
伝
承
を

生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

二
　
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」
に
つ
い
て

東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
の
「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
に
添
付
さ
れ
た
改
築
図
、

つ
ま
り
「
奥
」
部
分
は
家
継
時
代
、「
表
」
部
分
は
吉
宗
時
代
初
期
の
状
況
を
示
す
御

殿
図
は
、
管
見
の
限
り
、
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
の
内
で
最
も
流
布
し
て
い
る
絵
図
の
一

（
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家
宣
・
家
継
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
再
論

五

つ
で
あ
る
。
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
の
「
江
戸
御
城
殿
中
図
」（
整
理
番
号
一
〇
七
七
）も
、

ほ
ぼ
同
内
容
の
御
殿
図
で
あ
る
の
で
比
較
し
て
み
よ
う
。
図
4
が
改
築
図
添
付
後
の

「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」、
図
5
が
「
江
戸
御
城
殿
中
図
」
で
あ
る
。

「
地
震
間
」（
①
）、「
東
御
小
座
敷
御
上
段
」（
②
）、「
御
湯
殿
」（
③
）、「
御
鈴
番
所
」（
④
）、

「
御
座
之
間
」（
⑤
）の
「
大
溜
」
に
見
え
る
「
御
近
習
詰
所
」、「
御
三
之
間
」
に
見
え
る

「
御
側
衆
詰
所
」、「
女
中
詰
所
」（
⑥
）、「
御
小
性
衆
部
屋
」（
⑦
）、
奥
向
衆
下
部
屋（
⑧
）

に
見
え
る
「
桐
之
間
番
頭
」、「
御
時
斗
ノ
間
組
頭
」（
図
5
で
は
「
御
時
計
方
組
頭
」）、「
御

時
斗
間
衆
」、「
伝
阿
弥
・
三
阿
弥
」
部
屋
の
位
置
関
係
は
図
4
と
図
5
で
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
。「
表
」
の
部
分
は
、「
江
戸
御
城
殿
中
図
」
に
は
、
老
中
・
若
年
寄
下
部
屋
に
個

人
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
他
は
両
図
と
も
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
江
戸
御
城
殿
中
図
」
も
、「
奥
」
部
分
は
家
継
時
代
、「
表
」
部
分
は
吉
宗

時
代
初
期
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注
目
す
べ
き
は
、
同
時
期
の
「
表
」「
奥
」「
大
奥
」
が
そ
ろ
っ
た
本
丸
御
殿
図
が
三

点
現
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
の
「
江
戸
城
本
丸
絵

図
」、
木
曽
古
文
書
館
蔵
の
「
江
戸
御
本
丸
明
細
図
」（『
解
説　

江
戸
御
本
丸
明
細
図
』〔
木

曽
古
文
書
館
、
一
九
八
三
年
〕）、『
江
戸
叢
書
』
巻
の
一（
名
著
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
）所
収

の
「
江
戸
御
本
丸
全
図
」
で
あ
る
。
こ
の
三
点
は
、「
表
」「
奥
」「
大
奥
」
と
も
ほ
ぼ

同
内
容
の
絵
図
で
あ
る
。
後
者
二
点
は
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
、
改
築
図
添
付

後
の
「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
と
「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の

内
容
を
検
討
し
た
い
。

図
6
が
「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」、
図
7
が
「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」
の
「
奥
」
部

分
で
あ
る
。

「
地
震
間
」（
①
、
図
7
で
は
部
屋
名
の
記
載
な
し
）、「
東
御
小
座
敷
御
上
段
」（
②
、
図
7

で
は
「
御
上
段
」）、「
御
湯
殿
」（
③
）、「
御
鈴
番
所
」（
④
、
図
7
で
は
「
御
鈴
ハ
ン
」）、「
御

座
之
間
」（
⑤
、
図
7
で
は
「
御
座
所
」）の
「
大
溜
」
に
見
え
る
「
御
近
習
詰
所
」、「
御
三

之
間
」
に
見
え
る
「
御
側
衆
詰
所
」（
図
7
で
は
「
御
側
衆
」）、「
女
中
詰
所
」（
⑥
、
図
7
で

は
「
御
詰
サ
シ
キ
」）、「
御
小
性
衆
部
屋
」（
⑦
、
図
7
で
は
「
御
小
性
部
屋
」）、
奥
向
衆
下

部
屋（
⑧
）に
見
え
る
「
桐
之
間
番
頭
」（
図
7
で
は
「
桐
ノ
間
ハ
ン
」）、「
御
時
斗
ノ
間
組
頭
」

（
図
7
で
は
「
時
斗
ノ
間
」）、「
御
時
斗
間
衆
」（
図
7
で
は
「
時
斗
ノ
間
役
人
」）、「
伝
阿
弥
・

三
阿
弥
」
部
屋
は
、
名
称
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
位
置
関
係
を
含
め
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
⑨
の
「
時
斗
之
間
次
」
が
「
桐
ノ
間
」
に
変
わ
っ

て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」
の
「
奥
」
部
分
は
、

家
継
時
代
と
推
定
さ
れ
る
。

な
お
、
村
井
益
男
・
内
藤
昌
両
氏
は
、
木
曽
古
文
書
館
蔵
「
江
戸
御
本
丸
明
細
図
」

の
解
説
に
お
い
て
、こ
の
図
は
、東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」

や
『
江
戸
叢
書
』
巻
の
一
所
収
の
「
江
戸
御
本
丸
全
図
」
と
ほ
ぼ
同
一
図
で
あ
り
、
前

者
に
添
付
さ
れ
て
い
る
図
面
は
、
将
軍
吉
宗
に
よ
る
享
保
一
二
年
の
改
築
図
と
す
る
。

そ
し
て
同
図
面
や
「
江
戸
御
本
丸
全
図
」・「
江
戸
御
本
丸
明
細
図
」
は
、
中
之
口
に
あ

る
役
人
衆
下
部
屋
に
記
さ
れ
た
「
林
大
学
・
同
百
助
」
と
い
う
人
名
か
ら
、
享
保
八
年

か
ら
同
一
二
年
の
間
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
と
推
測
し
て
い
る
。

し
か
し
、
第
一
節
で
考
証
し
た
よ
う
に
、「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
の
「
奥
」
の

改
築
図
は
、
正
徳
二
年
の
家
継
期
の
改
築
図
で
あ
り
、
御
休
息
之
間
と
御
小
座
敷
が
描

か
れ
て
い
る
元
図
は
、
家
宣
期
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、「
表
」
の
部
分
は
、
村
井
・

内
藤
両
氏
指
摘
の
ご
と
く
、
享
保
前
期
の
状
況
を
示
す
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」
の
「
表
」
の
部
分
は
、「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
や
「
江
戸
御

本
丸
全
図
」・「
江
戸
御
本
丸
明
細
図
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
の
で
、
享
保
前
期
の
御

殿
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
、「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」
の
「
大
奥
」
の
部
分
を
検
討
し
て
み
よ
う
。「
大
奥
」

（
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家
宣
・
家
継
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
再
論

六

に
は
、
時
期
を
特
定
で
き
る
人
名
や
職
名
な
ど
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
推
測
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
一
応
「
奥
」
と
同
じ
家
継
期
の
状
況
を
示
す
も

の
と
し
て
考
察
し
た
い
。

家
継
の
父
六
代
将
軍
家
宣
は
、
将
軍
家
を
相
続
し
た
宝
永
六
年（
一
七
〇
九
）、
側
用

人
間
部
詮
房
に
「
奥
」「
大
奥
」
改
造
の
総
奉
行
を
命
じ
、
つ
い
で
同
年
四
月
一
日
、

留
守
居
米
津
田
賢
を
本
丸
大
奥
普
請
奉
行
に
任
命
し
た
。
そ
し
て
九
月
二
六
日
に
竣
工

し
、
家
宣
は
一
一
月
二
日
に
本
丸
御
殿
に
移
徙
し
て
い
る
。
新
井
白
石
は
、『
折
た
く

柴
の
記
』
の
な
か
で
、「
此
造
営
の
料
も
金
七
十
余
万
両
を
か
た
ぶ
け
尽
し
」
と
述
べ

て
お
り
、
か
な
り
大
規
模
な
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
江
戸
城
本
丸
絵

図
」
の
「
大
奥
」
部
分
は
、
こ
の
と
き
の
造
営
後
の
状
況
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る

（「
奥
」
の
部
分
は
図
2
に
該
当
）。

図
8
は
大
奥
の
御
殿
向
と
広
敷
、
図
9
は
長
局
の
状
況
を
示
す
。
家
宣
が
本
丸
御
殿

へ
移
徙
し
た
一
一
月
二
日
に
は
、
御
台
所
や
側
室
、
子
供
た
ち
も
竣
工
な
っ
た
大
奥
へ

移
動
し
て
い
る
。「
間
部
日
記
」
の
宝
永
六
年
一
一
月
二
日
条
を
み
よ
う
。

〔
史
料
5
〕

　
　

一
今
日
就
吉
辰
、
御
本
丸
江
御
移
徙

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　

大
五
郎
様　

鍋
松
様
被
為　

入

御
道
筋
、
西
丸
御
裏
御
門
よ
り
、
蓮
池
通
中
御
門
、
御
玄
関
前
よ
り
、
御

台
所
前
、
御
広
敷
江
被
為　

入

　
　

一
御
台
様　

御
部
屋
様　

お
す
め
様　

左
京
様
被
為　

入

　
　
　
　
　

御
道
筋
右
同
断

一
公
方
様
大
奥
江
被
為　

入
、　　

御
台
様　

御
部
屋
様　

お
す
め
様　

左
京
様

御
一
同
ニ
、
御
吸
物
・
御
盃
出
ル
、
相
済
而
、　　

大
五
郎
様　

鍋
松
様
之
御

部
屋
江
茂
被
為　

入
、
御
熨
斗
蚫
御
祝
被
遊

す
な
わ
ち
、
御
台
所（
の
ち
の
天
英
院
）の
他
、「
御
部
屋
」（「
一
ノ
御
部
屋
」、
の
ち
の
法

心
院
）・「
お
す
め
」（「
二
ノ
御
部
屋
」、
大
五
郎
の
生
母
、
の
ち
の
蓮
浄
院
）・「
左
京
」（「
三
ノ

御
部
屋
」、
鍋
松
の
生
母
、
の
ち
の
月
光
院
）の
三
人
の
側
室
、
大
五
郎（
当
時
二
歳
）・
鍋
松（
当

時
一
歳
）の
二
人
の
子
供
も
、
大
奥
へ
移
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
人
の
住
ま
い
が

大
奥
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

図
8
を
み
よ
う
。
①
に
は
「
大
奥
御
守
殿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
が
御
台

所
、
の
ち
の
天
英
院
の
住
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
立
派
な
庭
が
描
か
れ
て
お
り
、「
御
上

段
」
の
北
に
は
「
御
寝
所
」
と
あ
る
の
で
、
ほ
ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
。
②
に
は
「
大
奥

御
対
面
所
」
と
あ
る
。
将
軍
と
御
台
所
・
側
室
な
ど
と
の
対
面
所
で
あ
ろ
う
か
。

側
室
や
子
供
た
ち
の
部
屋
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
推
測
の
域
を
出
な
い
。
側

室
の
部
屋
と
し
て
は
、
③
・
④
・
⑤
の
辺
り
が
考
え
ら
れ
る（
た
だ
し
、
③
に
は
「
仏
間
」

が
見
え
る
の
で
、
将
軍
の
御
座
所
の
可
能
性
も
あ
る
）。
ま
た
、
子
供
の
部
屋
は
、
⑥
・
⑦

の
辺
り
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
に
、大
五
郎
が
宝
永
七
年
八
月
一
三
日
に
没
し
て
以
降
は
、

鍋
松
が
唯
一
の
男
子
と
な
っ
た
た
め
、
⑤
が
「
左
京
」、
⑥
が
鍋
松
の
住
ま
い
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
将
軍
家
宣
が
正
徳
二
年（
一
七
一
二
）一
〇
月
に
没
し
、
既

述
し
た
ご
と
く
、
鍋
松
が
将
軍
家
を
相
続
し
て
「
奥
」
へ
移
っ
て
以
降
は
、
⑤
が
将
軍

生
母
月
光
院
の
住
ま
い
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑤
は
「
奥
」
と
廊
下
で
直
接
繋

が
っ
て
お
り
、
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。

つ
い
で
、
図
9
に
よ
り
、
長
局
の
状
況
を
み
よ
う
。
長
局
は
、
家
宣
が
行
っ
た
改
造

に
よ
り
、
綱
吉
期
の
構
造
か
ら
大
き
く
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
長
局
は
天
守
台
の
東

側
へ
横
三
列
に
ま
と
め
ら
れ
、
台
所
や
広
敷
の
南
側
に
も
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
形
状

は
、
基
本
的
に
幕
末
期
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
長
局
は
、
奥
女
中
た
ち
の
住
ま
い
で

あ
り
、
役
職
の
格
式
に
よ
っ
て
住
む
部
屋
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
図
9
に
よ
る
と
、
一

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）



家
宣
・
家
継
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
再
論

七

の
側
に
は
年
寄（
①
）・
若
年
寄（
②
）・
中
居（
③
）・
表
使（
④
）・
右
筆（
⑤
）、
二
の
側
に

は
御
次（
⑥
）・
切
手（
⑦
）な
ど
の
職
名
が
み
え
る
。
こ
の
う
ち
、
年
寄
・
表
使
・
右
筆
・

御
次
に
つ
い
て
は
、
月
光
院
付
女
中
の
な
か
に
職
名
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
は
不
明

で
あ
る
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
職
名
が
、
家
継
期
の
女
中
の
役
職
に
該
当
す
る
か
否
か

の
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

本
小
稿
で
は
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
の
「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵

図
」
と
、
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
の
「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、

主
に
六
代
将
軍
家
宣
、
七
代
将
軍
家
継
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
構
造
に
つ
い
て
考

察
し
た
。

従
来
、「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
は
、
八
代
将
軍
吉
宗
時
代
の
御
殿
図
で
あ
り
、

添
付
さ
れ
た
改
築
図
は
、
吉
宗
が
将
軍
家
相
続
後
、
華
美
な
休
息
所
を
取
り
壊
し
た
図

面
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
は
、
同
図
面
の
「
奥
」
部
分
の
元
図
は
家
宣
時
代
、

改
築
図
は
家
継
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
た
。

将
軍
の
御
休
息
之
間
や
御
小
座
敷
が
な
い
状
態
の
家
継
時
代
の
「
奥
」
図
は
、
本
丸

御
殿
図
の
な
か
で
も
、
最
も
流
布
し
て
い
る
絵
図
の
一
つ
で
あ
る
。
と
く
に
、
茨
城
県

立
歴
史
館
蔵
の
「
江
戸
城
本
丸
絵
図
」、
木
曽
古
文
書
館
蔵
の
「
江
戸
御
本
丸
明
細

図
」、『
江
戸
叢
書
』
巻
の
一
所
収
の
「
江
戸
御
本
丸
全
図
」
三
点
の
「
奥
」
の
部
分
は
、

「
御
本
丸
御
表
方
惣
絵
図
」
の
改
築
図
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
三
点

の
絵
図
に
は
「
大
奥
」
の
部
分
も
描
か
れ
て
お
り
、「
表
」「
奥
」「
大
奥
」
の
本
丸
御

殿
全
体
が
判
明
す
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
三
点
の
「
表
」
の
部
分
は
吉
宗
時
代

前
期
の
状
況
を
示
す
も
の
の
、「
奥
」
の
部
分
は
家
継
時
代
、「
大
奥
」
の
部
分
も
同
時

（
31
）

期
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

問
題
は
、
特
異
な
状
況
を
示
す
家
継
時
代
の
本
丸
御
殿
図
が
な
ぜ
流
布
し
た
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
が
持
ち
出
し
た
「
江
戸
御
城
内
御
住
居
之
図
」
も
、

ほ
ぼ
同
内
容
の
御
殿
図
で
あ
り
、
広
く
伝
播
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
の
問
題

は
今
後
の
課
題
と
す
る
他
な
い
。

（
32
）

註（
1
）　

村
井
益
男
責
任
編
集
『
日
本
名
城
集
成　

江
戸
城
』（
小
学
館
、
一
九
八
六
年
）の
図
41
の

解
説（
伊
東
龍
一
執
筆
）、
三
三
頁
。
平
井
聖
監
修
、
伊
東
龍
一
著
『
城
郭
・
侍
屋
敷
古
図
集
成

　

江
戸
城
Ⅰ（
城
郭
）』（
至
文
堂
、
一
九
九
二
年
）の
図
33
の
解
説
、
二
六
六
頁
。
小
粥
祐
子
『
江

戸
城
の
イ
ン
テ
リ
ア
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
五
年
）一
一
九
頁
。

（
2
）　
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」』
二
七
号
所
収
、
一
九
九
三
年
。

（
3
）　

管
見
の
限
り
、「
表
」「
奥
」「
大
奥
」
の
全
体
像
が
描
か
れ
て
い
る
図
面
は
、
他
に
、
綱

吉
時
代
の
状
況
を
示
す
「
江
戸
城
御
本
丸
御
表
御
中
奥
御
大
奥
総
絵
図
」（
東
京
都
立
中
央
図
書

館
特
別
文
庫
室
蔵
、
整
理
番
号
六
一
五
一
─
〇
四
）が
あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

（
4
）　
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、
七
六
五
・
七
六
二
〜
七
六
四
頁
。
な
お
、
桐
之
間
番
の
場
合
、

番
頭
の
部
屋
し
か
見
ら
れ
な
い
の
は
、
組
頭
と
番
衆
は
将
軍
側
近
役
か
ら
は
ず
れ
た
か
ら
と
思

わ
れ
る（
深
井
雅
海
「
将
軍
側
近
役
の
範
囲
に
つ
い
て
」〔『
日
本
歴
史
』
五
四
九
号
、
一
九
九

四
年
〕
参
照
）。

（
5
）　
「
元
禄
八
年
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳
」（『
甲
州
文
庫
史
料
』
六
巻
〔
山
梨
県
立
図
書
館
、

一
九
七
八
年
〕）一
八
〇
頁
。「
甲
府
殿
御
分
限
帳
」（『
甲
斐
叢
書
』
七
巻
〔
第
一
書
房
、
一
九
七

四
年
〕）二
七
〇
頁
。

（
6
）　

鈴
木
寿
校
訂
『
御
家
人
分
限
帳
』（
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）三
一
四
頁
。

（
7
）　
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、
七
六
七
頁
。

（
8
）　
「
表
」
部
分
と
「
奥
」
部
分
の
図
面
の
時
期
が
異
な
る
事
例
は
「
東
武
御
本
丸
絵
図
」
で

も
み
ら
れ
る（
深
井
雅
海
『
江
戸
城
御
殿
の
構
造
と
儀
礼
の
研
究
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一

年
〕
二
七
〜
二
八
・
一
〇
三
・
一
一
〇
頁
参
照
）。

（
9
）　
『
徳
川
実
紀
』
第
九
篇（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）一
四
五
〜
一
四
六
頁
。
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八

（
10
）　
『
東
京
市
史
稿
』
皇
城
篇
第
二（
東
京
市
役
所
、
一
九
一
二
年
）五
七
八
〜
五
八
二
頁
。

（
11
）　
『
東
京
市
史
稿
』
皇
城
篇
第
二
、
五
六
六
頁
。

（
12
）　

本
庄
五
右
衛
門
は
、
史
料
に
よ
り
「
五
左
衛
門
」
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、『
新

訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
第
二
二
、
四
〇
八
頁
）に
は
、
正
徳
三
年
二
月
二
九
日
に
小
普
請
方
、

享
保
元
年
一
一
月
二
〇
日
に
具
足
奉
行
と
な
り
、
同
「
三
年（
二
年
の
誤
り
か
）六
月
二
日
さ
き

の
つ
と
め
に
あ
り
し
う
ち
、
大
奥
御
休
息
間
を
こ
ぼ
た
る
ゝ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
こ
と
を
う
け
た
ま
は
る
の
と
こ

ろ
、（
以
下
略
す
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
〔
史
料
2
〕
の
享
保
二
年
六
月
二
日
の
申
渡
し

に
関
し
て
、「
江
戸
幕
府
日
記
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
請
求
番
号
二
五
七
─
一
七
）で
は
、
同
日

条
に
「
但
、
五
右
衛
門
事
、
小
普
請
方
相
勤
罷
在
候
内
之
儀
付
而（
以
下
略
す
）」
と
の
記
述
が

み
ら
れ
る
。

（
13
）　
『
徳
川
実
紀
』
第
七
篇（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）二
四
八
〜
二
四
九
頁
。

（
14
）　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
三
、
一
三
七
頁
、『
同
上
』
第
一
九
、
六
頁
。

（
15
）　
「
有
章
院
殿
御
実
紀
巻
一
」
の
正
徳
二
年
一
二
月
五
日
条（『
徳
川
実
紀
』
第
七
篇
、
二
八

三
頁
）に
よ
れ
ば
、
休
息
所
の
修
理
に
よ
り
、
小
納
戸
三
名
の
他
、「
小
普
請
方
の
諸
吏
等
」
に

褒
美
の
下
賜
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
16
）　
『
徳
川
実
紀
』
第
七
篇
、
二
六
八
頁
。

（
17
）　

深
井
雅
海
「
元
禄
時
代
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
再
論
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀

要
」』
五
六
号
、
二
〇
二
二
年
）図
1
・
図
2
参
照
。

（
18
）　

国
立
公
文
書
館
蔵
「
間
部
日
記
」
の
正
徳
二
年
一
一
月
一
九
日
条
に
は
、「
上
様
、
今
日

従
御
部
屋
御
表
江
被
遊　

御
移
徙
」「
八
時
前
於　

御
座
間
御
規
式
之
御
膳
七
五
三
出
之
、
畢
而

御
引
替
之
御
膳
被　

召
上
之
、
御
小
性
衆
熨
斗
目

半
袴　

勤
之
」
と
あ
る
。『
徳
川
実
紀
』
第
七
篇
二
八

一
頁
も
参
照
。

（
19
）　

註（
7
）に
同
じ
。

（
20
）　

深
井
雅
海
「
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
に
見
る
中
奥
・
表
向
・
大
奥（
下
）」（『
徳
川
林
政
史
研

究
所
「
研
究
紀
要
」』
二
九
号
、
一
九
九
五
年
）八
頁
。

（
21
）　

深
井
雅
海
『
江
戸
城
御
殿
の
構
造
と
儀
礼
の
研
究
』、
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
参
照
。

（
22
）　

新
築
後
の
「
奥
」
の
状
況
を
示
す
の
が
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
「
江
戸
城
奥
向
絵
図
」・
徳
川

林
政
史
研
究
所
蔵
「
東
武
御
本
丸
絵
図
」（
深
井
雅
海
『
図
解　

江
戸
城
を
よ
む
』〔
原
書
房
、

二
〇
〇
三
年
〕
一
六
六
〜
一
六
九
頁
）な
ど
で
あ
る
。

（
23
）　

木
曽
古
文
書
館
運
営
委
員
会
編
『
解
説　

江
戸
御
本
丸
明
細
図
』（
木
曽
古
文
書
館
、
一
九

八
三
年
）二
〜
三
、
八
〜
九
頁
。

（
24
）　
『
東
京
市
史
稿
』
皇
城
篇
第
二
、
五
〇
三
〜
五
一
九
頁
。
註（
20
）の
拙
稿
五
頁
参
照
。

（
25
）　

新
井
白
石
著
、
松
村
明
校
注
『
折
た
く
柴
の
記
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
）一
五
二
頁
。

（
26
）　

国
立
公
文
書
館
蔵
。

（
27
）　
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
年
）五
四
〜
五
六
頁
。

（
28
）　
『
徳
川
実
紀
』
第
七
篇
、
一
一
三
頁
。

（
29
）　

深
井
雅
海
『
図
解　

江
戸
城
を
よ
む
』
二
一
八
〜
二
二
一
頁
。

（
30
）　
『
同
右
』
口
絵
3
、
二
四
六
〜
二
四
七
頁
。
た
だ
し
、
幕
末
に
は
三
棟
か
ら
四
棟
と
な
り
、

東
側
に
も
三
つ
の
横
側
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
31
）　

松
尾
美
惠
子
「
月
光
院
─
踊
り
子
か
ら
将
軍
生
母
へ
」（
竹
内
誠
・
深
井
雅
海
・
松
尾
美
惠

子
・
藤
田
英
昭
編
『
論
集　

大
奥
人
物
研
究
』〔
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
九
年
〕）二
七
一
頁
の

表
2
参
照
。

（
32
）　

深
井
雅
海
「
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
に
見
る
中
奥
・
表
向
・
大
奥（
上
）」
一
〇
頁
、
同
論
文

の
註（
26
）。
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図1　「御本丸御表方惣絵図」　
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図1　「御本丸御表方惣絵図」　
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図2　 「御本丸御表方惣絵図」（「奥」部分図）　
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図3　 「御本丸御表方惣絵図」（改築図添付後の「奥」部分図）　
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図4　 「御本丸御表方惣絵図」　
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図5　 「江戸御城殿中図」　
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図6　 「御本丸御表方惣絵図」の「奥」部分
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図7　 「江戸城本丸絵図」の「奥」部分　
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図8　 「江戸城本丸絵図」の「大奥」部分（一）　
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図9　 「江戸城本丸絵図」の「大奥」部分（二）　




